
鳥取市就農条件整備事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市就農条件整備事業費補助金（以下「本補助金」という。）の交付に

ついて、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、将来、本市の効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるのにふさわしい

青年等の就農の促進及び自立を支援するため、新規就農者の就農初期の経営基盤整備の負担軽

減を図ることを目的として交付する。 

（補助対象事業者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、農業経営基盤

強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の４第１項に規定する青年等就農計画の認定

を受けた者（以下「認定新規就農者」という。）であって、鳥取県就農条件整備事業実施要領

（平成２０年５月２０日付け第２００８０００２２６３６号鳥取県農林水産部長通知。以下「実

施要領」という。）第５の要件を満たすものとする。 

（補助対象事業等） 

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事業

者が行う実施要領第４の２に掲げる就農に必要な機械、施設及び家畜（以下「機械・施設等」

という。）を整備する事業のうち、実施要領第６に規定する青年等就農計画（以下「青年等就

農計画」という。）の認定を受けたものとする。 

２ 当該事業の実施に要した経費（消費税及び地方消費税の額を含む。）が１０万円未満の場合

又は当該年度の事業の実施に要した経費の合計額が３０万円未満の場合は、補助対象としない。

ただし、本事業及び鳥取県が実施する本事業以外の事業を活用して機械・施設等の整備に要し

た経費との合算が単年度でみて３０万円を上回る場合には、補助対象事業とする。 

３ 補助対象事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥

取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、県内事業者（鳥取県内に本店、支店、営業所その他の事

業を行うために必要な施設を有し、当該施設で事業を行う者をいう。以下同じ。）へ発注する

よう努めなければならない。 

４ 本補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要した経費とする。ただし、工

事請負費及び委託費に該当するもの（同等と認められるものを含む。）については、県内事業

者へ発注したもの（あらかじめ、やむを得ない理由により県内事業者への発注が困難であると

市が認めたものを含む。）に限る。 

（補助金の額の算定及び交付） 

第５条 本補助金は、補助対象事業の実施に要した経費の額（仕入控除税額（間接補助事業費に

含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）



に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）

を除く。以下「事業費」という。）に２分の１を乗じて得た額（小数点以下切り上げ。）以内

で算定し、予算の範囲内で交付する。 

２ 事業費の上限額は、次のとおりとする。 

（１）次のア、イの要件を全て満たす場合は認定新規就農者１経営体当たり１，６００万円 

  ア 令和４年度以降に本補助金を新規で活用する認定新規就農者 

  イ 令和３年度までに農業人材力強化総合支援事業実施要綱（平成２４年４月６日付け２３

経営第３５４３号農林水産事務次官依命通知）別記１農業次世代人材投資事業の第２の２

経営開始型又は鳥取県就農応援交付金のいずれかの採択を受けていない認定新規就農者 

（２）前号の要件を欠く場合、認定新規就農者１経営体当たり１，２００万円 

（３）家畜の導入に限り、（１）又は（２）に加えて１，２００万円 

（４）新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産

事務次官依命通知）別記１経営発展支援事業又は同種の国事業（以下「経営発展支援事業等」

という。）の交付を受けた場合は、前３号の金額から経営発展支援事業等の事業費を除いた

額 

（５）認定新規就農者が就農後、法人化により新たに認定新規就農者となった場合には、前４号

の金額から法人化前に既に活用した本補助金の事業費及び経営発展支援事業等の事業費の合

計を除いた額 

３ 本補助金の交付は、第３条に掲げる者が営農を開始してから最大５年間に限り行うものとす

る。ただし、認定新規就農者が就農後に法人化して認定新規就農者となった場合には、法人化

する前の営農期間も含め、就農から５年以内とする。 

４ 機械・施設等を事前に整備する必要がある場合には、営農開始日より前に事業を実施するこ

とができる。 

５ ビニールハウス等の農業保険法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく園芸施設共済の加入

対象となる施設を導入した場合は、園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等（天災

に対する補償を必須とするものに限る。）に加入しなければならない。 

（交付申請） 

第６条 規則第４条に規定する交付申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、

鳥取市就農条件整備事業計画（報告）書（様式第１号）及び収支予算（決算）書（様式第２号）

によるものとする。 

２ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないと

きは、前条第１項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む事業費の額に補助率を乗じて得た

額の範囲内で申請することができる。 

３ 規則第４条の規定による交付申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条第２項の規定による申請を受けたときは、第５条の規定にかかわらず、仕



入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額

が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額

とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとす

る。 

 （着手届を要しない場合） 

第８条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定す

る場合以外のすべての場合とする。 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額 

（２）機械又は施設等の区分、構造、能力等の変更 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による実績報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書

類は、鳥取市就農条件整備事業計画（報告）書（様式第１号）及び収支予算（決算）書（様式

第２号）によるものとする。 

２ 規則第１２条の規定による実績報告は、本補助金の交付に係る事業の完了、中止若しくは廃

止の日から１０日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の４月１０日

のいずれか早い日までに行わなければならない。 

３ 本補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時

点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に

係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、事業費の額からそ

の超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が

実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除

税額）を超えるときは、様式第３号により速やかに市長に報告し、その超える額に対応する額

を返還しなければならない。 

（補助事業者の離農等による交付決定の取消し等） 

第１１条 補助事業者が本補助金を活用して整備した機械若しくは施設等の耐用年数期間内又は

成熟年齢に達していない育成牛の購入から４年以内において、当該青年等就農計画の実施に係

る適切な農業経営が困難となった（青年等就農計画の認定要件を満たさなくなったとき又は離

農するときを含む。）ため営農の中止（青年等就農計画の認定の取消しを含む。）をした場合

及び実施要領第９の２又は３に基づく営農状況報告を提出しなかった場合は、規則第１３条第

１項の規定により本補助金の交付の決定を取り消し、本補助金（当該補助事業者に係る額に限

る。）の返還を命ずるものとする。なお、営農の中止の手続きは、実施要領第１１に定めると

ころによるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該補助事業者が死亡した場合又は当該補助事業者が不慮の事故



等により身体に障害を受けたことにより営農の継続が不可能となった場合は、本補助金の返還

を命じないことができる。 

（財産の処分制限） 

第１２条 規則第１６条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、

市長が別に定める期間）とする。ただし、補助事業者が第１１条第１項の規定により本補助金

の返還を命じられ財産を処分する場合にあっては、この限りでない。 

２ 規則第１６条第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が１０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定めるも

の 

（収益納付） 

第１３条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を

処分したことにより収入があったときは、当該収入があった日から５日以内に、市長にその旨

を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、市長がその全部又は一部に相当する額を市に納付するよう指示したと

きは、補助事業者は、これに従わなければならない。 

 （営農状況報告等） 

第１４条 補助事業者は、農業改良普及所の経営指導を受けるものとし、農業改良普及所は補助

事業者に対し経営指導に必要な書類の提出を求めることができる。 

２ 補助事業者は、就農後５年間、毎年３月末日までに、営農状況報告（実施要領様式第１号）

に次の書類を添付して、市長に提出するものとする。 

（１）青年等就農計画の達成状況等に係る報告（農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成２４

年５月３１日付け２４経営第５６４号農林水産省経営局長通知）（以下「基盤強化促進法の

基本要綱」という。）の第５の２の５に規定される参考様式１９－１をいう。なお、国の経

営発展支援事業、経営開始資金及び農業次世代人材投資事業（経営開始型）における就農状

況報告を提出している場合は、その写しでも可とする。）等の経営管理の状況が分かる資料 

（２）青色申告決算書（青色申告を実施していない者は収支内訳書）の写し 

（３）出荷成績（出荷・販売数量、品質等）が分かる資料 

３ 市長は、経営目標に対して実績が著しく劣る等、経営改善が必要と判断した補助事業者に対

して、就農後６年目から本事業により整備した機械・施設等の耐用年数が経過するまでの間、

前項の規定に準じた資料の提出を求めることができるものとし、関係機関とともに経営改善に

向けた指導・助言を行うこととする。 

 （雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産部長

が別に定める。 



   附 則 

 この要綱は、平成２１年２月１０日から施行し、平成２０年度の補助事業から適用する。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の事業から適用する。ただし、

附則第２項の改正規定は、同年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２３年３月３１日以前に本事業及び経営体育成交付金（平成２２年４月１日付け２１経

営第６８９０号農林水産事務次官依命通知）の交付決定を受けた者については、なお従前の例

による。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度事業から適用する。ただし、こ

の要綱による改正後の鳥取市就農条件整備事業費補助金交付要綱第１０条第１項後段の規定

は、平成２５年３月３１日以前に実施した事業から適用する。

 （経過措置）

２ この要綱による改正後の鳥取市就農条件整備事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定（当

該年度の事業の実施に要した経費の合計額が３０万円未満の場合）については、平成２４年３

月３１日までに実施要領第７により認定を受けた営農計画又は、第８により認定を受けた営農

計画の変更による事業計画に基づき整備する機械・施設については、適用しない。 

３ 平成２５年３月３１日以前に本補助金若しくは経営体育成交付金又は経営体育成支援事業

（平成２３年４月１日付け２２経営第７２９６号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業」

という。）の交付決定を受けた者に対する補助対象経費の上限については、この要綱による改

正前の鳥取市就農条件整備事業費補助金交付要綱第５条第２項に規定するところによるものと

する。ただし、平成２５年３月３１日までに実施要領第７又は第８に規定する営農計画の認定

を受け、同日までに国事業の交付決定を受けていない者にあっては、当該営農計画で認められ

た補助対象経費及び国事業に係る間接補助対象経費の合計額を、補助対象経費の上限とするこ

とができるものとする。

   附 則

 この要綱は平成２６年１０月１日から施行する。ただし、青年等の就農促進のための資金の

貸付け等に関する特別措置法（平成７年法律第２号）第４条に規定する就農計画の認定を受け

た者については、なお従前の例によるものとする。 

附 則

 この要綱は平成２９年７月１０日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度事業から適用する。

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度事業から適用する。

附 則 

 この要綱は、令和３年５月２６日から施行し、令和３年度事業から適用する。

  附 則

 この要綱は、令和４年１１月２１日から施行し、令和４年度事業から適用する。

  附 則

 この要綱は、令和５年６月２日から施行し、令和５年度事業から適用する。

  附 則

 この要綱は、令和６年５月２４日から施行し、令和６年度事業から適用する。



様式第１号（第６条、第１０条関係）

 年度就農条件整備事業計画書（又は実績報告書）

１ 事業の目的

２  年度（  年目）の事業計画（又は事業実績）

事業内容

(必要な機械・施設

等)

事業費

事 業 費 の 負 担 方 法
融資該当

の有無市町村
青年等

就農資金
その他

円 円 円 円

計

注：事業を行うに当たって、自己資金の全部又は一部を、国又は県が行っている制度融資から融

資を受けるために補助対象物件を担保に供することとしている場合、「融資該当の有無」欄に

「有」と記載の上、別紙１に融資の内容を記載して添付すること。

３ 県内事業者への発注（工事請負費及び委託費に限る。）が困難である場合の理由

（県内事業者への発注が困難であることがあらかじめ判っている場合に記載し、必要に応じて参考

資料を添付すること。）

注：交付決定後に県内事業者への発注が困難となった場合は、その都度その理由等について市へ協

議すること。

４ 青年等就農計画の認定及び実施要領に基づく事業計画の承認等の状況

当 初 変更（ 回目） 変更（ 回目） 変更（ 回目）

青年等就

農計画
年 月 日 年 月  日 年 月  日 年 月  日

事業計画 年 月 日 年 月  日 年 月  日 年 月  日

 注：事業開始年度及び変更認定があった場合のみ青年等就農計画及び認定書の写しを添付すること。

５ 園芸施設共済等への加入状況（加入済み・今後加入予定（ 年 月）・対象施設導入しない）

  注：ビニールハウス等の園芸施設共済等の加入対象となる施設を導入する場合は、施設の利用開

始までに園芸施設共済等へ加入すること。

６ 他の補助金の活用



（１） 活用の有無（有・無）

注：他の類似の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。

（２）活用補助金の概要

注：活用が有る場合は、補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助金を所

管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。

（３）その他

注：補助事業の内容が建設工事で補助対象となる建物に対し、過去に補助金を活用して整備した

実績がある場合は、当時の整備内容を記載すること。

※また、今後、当該建物（設備、備品を含む）に他の補助金を活用する別の整備計画の予定が

ある場合はその内容を記載すること。

７ 機械・施設等の整備計画及び実績

年度 機械・施設等の名称 数量
事業費
（円）

算定基準額
（円）

市補助金額
（円）

年度

小 計 （①）
計画額

実績額

年度

小 計 （②）
計画額

実績額

年度

小 計 （③）
計画額

実績額

年度

小 計 （④）
計画額

実績額

年度

小 計 （⑤）
計画額

実績額

合 計
（①＋②＋③＋④＋⑤）

計画額

過年度実績

額＋今年度

以降計画額



過年度実績

額＋今年度

計画額

実績額

（参考）経営発展支援事業等を活用した場合は記載

年度

小 計 （⑥）
計画額

実績額

合 計
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

計画額

過年度実績

額＋今年度

以降計画額

過年度実績

額＋今年度

計画額

実績額

注１ 事業未実施年度については、事業計画又は営農計画の計画額を記入し、事業実施済年度につ
いては、上段に（ ）書き事業計画額を、下段に事業実績額を記載すること。

注２ 家畜の導入について、合計欄には内数として《 》書きで事業計画額及び事業実績額を記載
すること。

注３ 記入欄は、必要に応じて追加すること。

８ 消費税の取り扱い  （一般課税・簡易課税・免税・特定収入割合が５％を超えている公益法人

等・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者）

  注：いずれか該当するものに○をすること。

９ 添付書類

事業計画書を提出するときは以下の（１）から（７）までの資料を、実績報告書を提出するとき

は（１）、（５）及び（９）の資料を添付すること。（８）の資料は、事業計画書に添付する場合

は、実績報告時は省略できるものとする。

（１）事業費の詳細がわかる資料（事業計画書にあっては見積書、実績報告書にあっては領収書、売

買契約書の写し等）

（２）機械等の能力等がわかるカタログ並びに施設等の部材の積算資料、図面等、青年等就農計画に

掲げた目標を達成するために必要な性能及び規模・内容であることが十分に比較、判断される資

料

（３）特定のメーカーの機種を選定する場合は「機種選定理由書」。なお、選定理由には、他のメー

カーとの機能比較により、この機能が自らの農業経営になぜ必要なのかを記入すること。また、

機能比較は、客観的に判断できる資料を添付すること。

（４）農業協同組合、農業公社からリースする場合は、契約書の写し又はリース料の算定が分かる資

料を添付すること。

（５）施設を建設する場合は建設予定地の地目・地番及び建築等に関する関連法令等（農地法、農振



法等）に基づき、予定している手続きを記載した資料。（実績報告書には、当該手続きを行った

ことがわかる資料を添付すること。）

（６）法人の場合は、法人の定款及び構成員名簿（就農日が記載されたもの）を添付すること。

（７）青年等就農計画の認定書及び事業計画の承認通知の写し（事業開始年度及び各計画に変更があ

った場合のみ）

（８）園芸施設共済等の加入証書又は加入申込書等の写し（ビニールハウス等の園芸施設共済の加入

対象となる施設を導入する場合のみ）

（９）牛を導入する場合はセリ取引の記録（飼養している牛の譲渡を受ける場合は評価委員会による

牛の評価の記録（残存簿価または公式な参考数字を元にしたもの））、個体整理番号がわかる資

料及びその他経費（輸送料等）の資料の写し



別紙１

種目・項目

（機械・施

設等の名

称）

補助金の交付を受けて整備する物件を担保に供し、金融機関から融資を受ける場

合の融資の内容

金融機関名
融資名

（制度・その他）

融資を受けよう

とする金額
償還年数 その他

円 年

※ 記入欄は、必要に応じて追加すること。



様式第２号（第６条、第１０条関係）

年度就農条件整備事業収支予算（決算）書

１ 収入の部                               （単位：円）

項目 本年度予算額
前年度予算（本年

度精算）額

比 較 増 減
備考

市 補 助 金

就 農 支 援 資 金

そ の 他

計

２ 支出の部                               （単位：円）

項目 本年度予算額
前年度予算（本年

度精算）額
比 較 増 減 備考

事業費

計

３ 事業完了予定年月日（完了年月日）



様式第３号（第１０条関係）

年 月 日

   鳥取市長  様

住  所
  氏  名

年度鳥取市就農条件整備事業仕入控除税額確定報告書

     年  月  日付 第  号により交付決定の通知のあった鳥取市就農条件整備事業補助
金について、鳥取市就農条件整備事業補助金交付要綱第１０条第４項の規定に基づき、下記のとおり
報告します。

記

１ 補助金交付の確定額   金       円
 （年月日付第号による額の確定通知額）

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 金       円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る  金       円
  消費税相当額

４ 補助金返還相当額  金       円

５ 添付資料 
 （１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 
 （２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 
 （３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 



別紙２ 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

１ 氏名（法人においては、法人名および代表者職氏名） 

２ 住所（法人においては、法人の住所） 

３ 補助事業名 

４ 補助金額 

５ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

６ ５の計算方法や積算の内訳 
（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区分 
課税仕入れ 

非課税仕
入れ 

合計  課税売上
対応分 

非課税売
上対応分 

共通対応
分 

経
費
の
内
訳

（２）課税売上割合   ％ 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 


